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国際法上の自衛権と累積理論（二・完）　

国
際
法
上
の
自
衛
権
と
累
積
理
論
（
二
・
完
）　

─
─
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
効
果
の
検
討
─
─

吉
　
　
良
　
　
　
　
　
悟

は
じ
め
に

1　

武
力
不
行
使
原
則
と
自
衛
権
の
行
使
要
件

2　

累
積
理
論
に
対
す
る
相
反
す
る
見
解

第
一
章　

累
積
理
論
の
現
代
的
意
義

1　

ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ

2　

累
積
理
論
の
系
譜

3　

累
積
理
論
の
再
評
価

第
二
章　

累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面

1　

武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
の
累
積

2　
「
質
的
跳
躍
」
と
い
う
批
判

3　

武
力
行
使
の
質
的
変
化
を
許
容
す
る
法
的
基
盤
（
以
上
、
六
八
巻
六
号
）

第
三
章　

累
積
理
論
の
均
衡
性
側
面

1　

武
力
攻
撃
の
累
積

2　

先
行
行
為
と
均
衡
性
に
対
す
る
見
方

（阪大法学）69（1-61）　 61 〔2019. 5 〕



論　　　説

3　

均
衡
性
側
面
の
問
題

第
四
章　

累
積
理
論
の
時
間
的
側
面

1　

事
態
の
累
積
期
間

2　

必
要
性
要
件

3　

時
間
的
側
面
か
ら
生
ず
る
問
題

お
わ
り
に

1　

累
積
理
論
を
巡
る
混
乱
の
原
因

2　

武
力
攻
撃
該
当
性
基
準
の
明
確
化
と
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
効
果
（
以
上
、
本
号
）

第
三
章　

累
積
理
論
の
均
衡
性
側
面

1　

武
力
攻
撃
の
累
積

 

（
1
）
国
家
実
行

　

累
積
理
論
の
均
衡
性
側
面
と
は
、
被
害
国
が
複
数
の
事
態
を
包
括
的
に
捉
え
て
自
衛
権
行
使
の
際
の
均
衡
性
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
被
害
国
に
よ
る
反
撃
は
直
前
に
発
生
し
た
被
害
よ
り
も
大
き
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
を
検
討
し
て
き
た
。
上
述
の
よ
う
に
、
質
的
変
化
側
面
と
均
衡
性
側
面
は
相
互
に
関
連

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
複
数
の
武
力
行
使
を
包
括
的
に
捉
え
る
こ
と
で
武
力
攻
撃
が
構
成
さ
れ
る
と
す
る

質
的
変
化
側
面
が
見
ら
れ
る
場
合
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
こ
に
は
均
衡
性
側
面
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
質
的
変
化
側
面
が
見
ら
れ
る
実
行
に
お
い
て
は
、
被
害
国
が
自
衛
権
を
行
使
す
る
ま
で
に
、
発
生
し
た
事
態
を
武
力
攻
撃
に
至
ら
な

い
武
力
行
使
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
期
間
が
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
を
主
張
し
た
国
家
の
中
に

（
102
）
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は
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
は
な
く
武
力
攻
撃

4

4

4

4

が
反
復
継
続
し
た
結
果
と
し
て
、
自
衛
権
に
よ
る
正
当
化
を
試
み
た
事
例

が
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
反
撃
措
置
を
と
る
国
家
は
、
自
国
の
被
っ
た
先
行
す
る
単
発
の
武
力
行
使
が
す
で
に
武
力
攻
撃
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
以
下
で
検
討
す
る
国
家
実
行
で
は
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
は
埋
没
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
（
一
九
六
四
年
）

　

一
九
六
四
年
八
月
二
日
、
米
国
は
自
国
の
駆
逐
艦M

addox

が
北
ベ
ト
ナ
ム
海
軍
の
魚
雷
艇
か
ら
攻
撃
を
受
け
、
そ
の
二
日
後
の

八
月
四
日
に
同
じ
くM

addox

と
新
た
に
駆
逐
艦C. T

urner Joy

の
二
隻
が
再
び
北
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
と
主
張
し
て
、

北
ベ
ト
ナ
ム
の
魚
雷
艇
四
隻
と
石
油
貯
蔵
施
設
を
爆
撃
し
た
。
米
国
は
、「
意
図
的
か
つ
反
復
し
た
諸
武
力
攻
撃
（deliberate and 

repeated arm
ed attacks

）」
を
理
由
と
し
て
、
自
国
の
反
撃
措
置
を
憲
章
第
五
一
条
に
規
定
さ
れ
る
自
衛
権
に
よ
り
正
当
化
し
た
。

　

累
積
理
論
を
武
力
攻
撃
発
生
の
有
無
、
つ
ま
り
、
自
衛
権
の
発
動
要
件
と
の
関
係
で
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
米
国
が
個
々
の
事
例
、

す
な
わ
ち
、
八
月
二
日
の
事
態
及
び
八
月
四
日
の
事
態
の
み
で
は
、
武
力
攻
撃
に
該
当
し
な
い
と
考
え
て
い
た
か
否
か
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
米
国
の
見
解
で
は
「
意
図
的
か
つ
反
復
し
た
諸
武
力
攻
撃
」
と
い
う
よ
う
に
武
力
攻
撃
が
複
数
形
で
表
現

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
米
国
は
、
八
月
二
日
のM

addox

へ
の
攻
撃
の
一
件
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
で
は
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
は
見
ら
れ
な
い
。

　

米
国
が
二
つ
の
事
件
を
連
関
さ
せ
て
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
を
主
張
し
た
の
は
、
二
日
の
事
態
と
四
日
の
事
態
と
は
断

絶
し
て
お
ら
ず
、
米
国
の
反
撃
は
そ
の
二
回
の
事
態
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
北
ベ
ト
ナ
ム
の
先
行
行
為
は
直
近
の

八
月
四
日
に
発
生
し
た
事
態
を
別
個
で
評
価
し
た
と
き
よ
り
も
、
八
月
二
日
と
八
月
四
日
の
両
事
態
を
併
せ
て
評
価
し
た
方
が
大
き
く

な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
米
国
は
よ
り
大
き
な
反
撃
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
累
積
理
論
の
均
衡
性
側
面
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
、
す
な
わ
ち
、
武
力
攻
撃
発
生
の
有
無
は
米
国
の
主
張
の
中
心
で
は
な

（
103
）

（
104
）

（
105
）
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い
の
で
あ
る
。

②
リ
ビ
ア
爆
撃
事
件
（
一
九
八
六
年
）

　

一
九
八
五
年
一
一
月
二
七
日
に
ロ
ー
マ
と
ウ
ィ
ー
ン
の
空
港
に
お
い
て
爆
弾
テ
ロ
（
五
人
の
米
国
人
を
含
む
二
〇
人
が
死
亡
、
八
〇

人
が
負
傷
）
が
、
翌
一
九
八
六
年
四
月
五
日
に
は
、
西
ベ
ル
リ
ン
の
デ
ィ
ス
コ
に
お
い
て
同
じ
く
爆
弾
テ
ロ
（
二
人
の
米
国
軍
人
を
含

む
三
人
が
死
亡
、
七
八
人
の
米
国
人
を
含
む
二
二
九
人
が
負
傷
）
が
、
そ
し
て
、
デ
ィ
ス
コ
爆
弾
テ
ロ
の
翌
日
に
は
ベ
イ
ル
ー
ト
に
あ

る
米
国
大
使
館
を
狙
っ
た
迫
撃
砲
に
よ
る
攻
撃
が
発
生
し
た
。
米
国
は
、
こ
れ
ら
の
事
態
が
リ
ビ
ア
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
一

九
八
六
年
四
月
一
四
日
、
リ
ビ
ア
を
爆
撃
し
た
。
米
国
は
こ
の
爆
撃
に
つ
い
て
、
リ
ビ
ア
政
府
に
よ
る
継
続
し
た
形
態
の
攻
撃
に
対
応

す
る
た
め
に
自
衛
権
を
行
使
し
た
も
の
で
あ
る
と
報
告
し
た
。

　

さ
ら
に
、
米
国
は
安
保
理
事
会
の
討
議
に
お
い
て
、「
リ
ビ
ア
が
将
来
に
わ
た
り
多
数
の
攻
撃
を
計
画
し
て
い
る
明
確
な
証
拠
に
基

づ
き
、
米
国
は
自
衛
権
を
行
使
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
」
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
英
国
に
よ
る
イ
エ
メ
ン
爆
撃
事
件
と
共
通
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
件
が
累
積
理
論
の
文
脈
で
言
及
さ
れ
る
と
き
は
、
特
に
こ
の
点
が
引
用
さ
れ
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛

権
行
使
は
先
制
的
自
衛
で
あ
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
発
言
よ
り
も
前
に
、
米
国
は
「
リ
ビ
ア
に
よ
り
米
国
に
対
し
て
な
さ
れ
る
継
続
し
た
憲
章
違
反
の
攻
撃
を
阻
止
す
る
試

み
を
繰
り
返
し
、
ま
た
、
粘
り
強
く
行
っ
た
後
に
初
め
て
、
こ
れ
ら
自
衛
措
置
を
と
る
に
至
っ
た
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

先
制
的
自
衛
で
は
な
く
、
累
積
し
た
事
態
が
武
力
攻
撃
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
撃
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
理
解
で
き
る
。「
将
来
に
わ
た

り
計
画
し
て
い
る
」
と
い
う
文
言
の
み
を
捉
え
て
、
米
国
の
自
衛
権
行
使
を
先
制
的
自
衛
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
は
、
疑
問
な
し
と
し

な
い
。
な
お
、
先
制
的
自
衛
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
の
3
（
2
）
で
後
述
す
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
米
国
が
、「
リ
ビ
ア
の
威
嚇
と
武
力
行
使
の
政
策
は
憲
章
第
二
条
四
項
に
明
白
に
違
反
し
、
そ
の
事
実
が

（
106
）

（
107
）

（
108
）

（
109
）

（
110
）
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米
国
に
よ
る
対
応
を
完
全
に
正
当
化
し
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
米
国
は
、
憲
章
第
二
条
四
項
違
反
の
武
力

行
使
と
武
力
攻
撃
を
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
米
国
の
自
衛
権
行
使
の
背
景
に
質
的
変
化
側
面
は
見
ら
れ
な
い
。

　

本
件
は
、
安
保
理
事
会
で
多
数
の
国
か
ら
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

③
油
井
事
件
（
一
九
八
七
年
、
一
九
八
八
年
）

　

イ
ラ
ン
と
イ
ラ
ク
の
武
力
紛
争
中
の
一
九
八
七
年
一
〇
月
一
六
日
に
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
米
国
に
船
籍
を
変
更
し
た
タ
ン
カ
ー
の

Sea Isle City

が
ミ
サ
イ
ル
に
被
弾
し
、
米
国
は
そ
れ
が
イ
ラ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
三
日
後
に
イ
ラ
ン
の
油
井
を
攻

撃
し
た
。
翌
一
九
八
八
年
四
月
一
四
日
に
は
、
米
軍
艦Sam

uel B. Roberts

が
触
雷
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
米
国
は
再
び
イ
ラ
ン
の

油
井
を
攻
撃
し
た
。
累
積
理
論
の
観
点
か
ら
、
一
九
八
七
年
の
事
件
に
焦
点
を
あ
て
る
。

　

一
九
八
七
年
のSea Isle City
の
被
弾
後
の
油
井
に
対
す
る
武
力
行
使
に
つ
い
て
、
米
国
は
、
自
衛
権
の
行
使
で
あ
る
と
し
て
安

保
理
事
会
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
米
国
は
、
イ
ラ
ン
の
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
お
け
る
「
米
国
諸
船
舶
（U

nited 

States vessels

）」
に
対
す
る
攻
撃
に
対
し
て
、
国
際
法
上
の
固
有
の
自
衛
権
を
行
使
し
た
と
し
、Sea Isle City

に
対
す
る
攻
撃
は
、

「
一
連
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
の
最
も
新
し
い
も
の
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
で
は
「
米
国
諸
船
舶
」
と
複
数
形
で
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
米
国
の
反
撃
措
置
はSea Isle City
被
弾
事
件
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
米
国
諸
船
舶
に
対
す
る
攻
撃

を
も
含
め
た
対
応
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

米
国
は
、
一
隻
の
商
船
に
対
す
る
武
力
行
使
は
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
が
、
複
数
の
商
船
に
対
す
る
武
力
行
使
は
武
力
攻
撃
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
た
た
め
に
、
商
船
に
関
し
て
は
複
数
形
で
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
米
国
の
主
張
に
は
累
積
理

論
の
質
的
変
化
側
面
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
米
国
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
提
出
し
た
再
抗
弁
書
で
、
一
隻
の
商
船
の
み
に
対
す
る

攻
撃
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

（
111
）

（
112
）

（
113
）

（
114
）

（
115
）

（
116
）

（
117
）
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一
方
、
イ
ラ
ン
は
、Sea Isle City

に
対
す
る
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
は
、
憲
章
第
五
一
条
に
規
定
さ
れ
る
自
衛
権
を
発
動
さ
せ
る
武
力
攻

撃
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ラ
ン
は
、「
発
生
し
た
個
々
の
事
件
の
み
」
を
対
象
と
し
て
武
力
攻
撃
で
あ

る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ラ
ン
は
、
個
々
の
事
件
を
累
積
し
て
包
括
的
に
評
価
す
る

こ
と
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ラ
ン
は
「
即
時
の
圧
倒
的
な
必
要
性
の
み
が
、
国
家
の
自
衛
行
動
を
正
当
化
す
る
」
と

し
、
米
国
の
行
動
は
こ
れ
に
合
致
し
て
い
な
い
と
し
て
批
判
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
米
国
は
、「
も
し
、『
小
規
模
な
攻
撃
』
が
『
武
力
攻
撃
』
で
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
時
点
で
、
第
五
一
条
に

規
定
さ
れ
る
『
大
規
模
な
』
攻
撃
に
な
る
の
か
」
と
主
張
し
て
、
規
模
に
よ
り
武
力
攻
撃
と
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
と
を
区

分
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
米
国
は
、
自
国
の
商
船
に
対
す
る
被
害
を
包
括
的
に
捉
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
累
積

理
論
の
質
的
変
化
側
面
は
な
く
、
均
衡
性
側
面
の
み
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
三
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
判
決
で
、
米
国
の
商
船
に
関
す
る
被
害
に
つ
き
、「
累
積
的
に
捉
え
た
と
し
て
も
（Even taken cum

u-

latively

）
…
…
こ
れ
ら
の
事
件
は
…
…
米
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
判
示
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
「
事

態
を
累
積
的
に
捉
え
た
と
し
て
も
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
複
数
の
事
態
を
個
別
に
で
は
な
く
包
括
的
に
評
価
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
今
日
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
に
関
し
て
、
油
井
判
決
に
触
れ
る
論
者
が
少
な
く
な
い
。
た
し
か
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、

武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
か
否
か
と
い
う
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
る
。

し
か
し
、
米
国
の
主
張
か
ら
は
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
は
看
取
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
米
国
は
上
述
の
よ
う
に
一
隻
の
商
船
に

対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
米
国
に
と
っ
て
は
、
イ
ラ
ン
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る

一
連
の
武
力
行
使
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
武
力
攻
撃
な
の
で
あ
る
。

　

米
国
及
び
イ
ラ
ン
双
方
の
主
張
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
累
積
理
論
に
つ
い
て
、
イ
ラ
ン
が
武
力
攻
撃
該
当
性
、
す
な
わ
ち
、
質
的
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変
化
側
面
に
着
目
し
て
い
る
の
に
対
し
（
そ
の
う
え
で
イ
ラ
ン
は
累
積
理
論
を
否
定
）、
米
国
は
累
積
理
論
の
均
衡
性
側
面
を
基
礎
と

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
累
積
理
論
の
異
な
る
側
面
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

④
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
境
事
件
（
二
〇
一
一
年
）

　

タ
イ
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
一
年
二
月
四
日
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
軍
に
よ
り
タ
イ
の
軍
事
基
地
に
対
す
る
攻
撃
が
行
わ
れ
、
翌
五
日
に
も
タ

イ
軍
に
対
し
て
攻
撃
が
な
さ
れ
た
と
し
て
、
タ
イ
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
よ
る
「
諸
武
力
攻
撃
（arm

ed attacks

）」
に
抗
議
し
た
。
そ
の

後
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
よ
る
攻
撃
が
継
続
し
た
た
め
、
タ
イ
軍
は
自
衛
権
を
根
拠
と
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
反
撃
を
行
っ
た
。
タ
イ
に
よ
る

安
保
理
事
会
に
対
す
る
自
衛
権
行
使
の
報
告
の
文
言
に
着
目
す
れ
ば
、
タ
イ
は
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
や
油
井
事
件
で
の
米
国
の
主
張
と
同

様
に
、
先
行
事
態
で
あ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
武
力
行
使
を
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
と
し
て
で
は
な
く
、
五
日
の
事
態
も
、
ま
た
、

六
日
の
事
態
も
そ
れ
ぞ
れ
が
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
質
的
変
化
側
面
で
は
な
く
均
衡

性
側
面
の
み
が
現
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
タ
イ
は
「
諸
武
力
攻
撃
」
と
武
力
攻
撃
を
複
数
形
で
表
現
し
、
六
日
の
事
態
の
み
な
ら
ず
、

五
日
の
事
態
単
独
で
、
そ
れ
が
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 

（
2
）
質
的
変
化
側
面
の
不
存
在

　

累
積
理
論
で
は
、
質
的
変
化
側
面
と
と
も
に
均
衡
性
側
面
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
章
で
検
討
し
た
実
行
で
は
、
い
ず
れ
の

国
家
も
、
自
国
の
被
害
は
単
発
の
事
態
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
す
で
に
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
国
の
被
害
を
武

力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
あ
る
と
評
価
し
た
時
期
は
な
い
。
い
わ
ば
、
質
的
変
化
側
面
な
き
累
積
理
論
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
被
害
国
は
最
初
の
武
力
行
使
を
受
け
た
段
階
か
ら
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
油
井
事
件
で
米
国
が
自
国
の
被
害
と
し
た
の
は
、Sea Isle City
に
対
す
る
攻
撃
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の
商
船
に

対
す
る
攻
撃
（
米
国
は
こ
れ
ら
の
船
舶
一
隻
ご
と
の
被
害
が
、
そ
れ
ぞ
れ
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
し
た
）
を
一
体
的
に
捉
え
た
一
連
の
諸
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船
舶
へ
の
攻
撃
で
あ
る
。
米
国
が
主
張
す
る
商
船
に
対
す
る
攻
撃
の
一
等
初
め
のBridgeton

に
対
す
る
攻
撃
が
す
で
に
武
力
攻
撃
で

あ
る
と
す
れ
ば
、Bridgeton

に
対
す
る
攻
撃
が
行
わ
れ
た
時
点
で
米
国
は
自
衛
権
が
行
使
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を

行
使
し
な
か
っ
た
と
解
せ
る
。

　

累
積
理
論
に
関
し
て
は
、
往
々
に
し
て
質
的
変
化
側
面
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
た
め
、
均
衡
性
側
面
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。

そ
れ
は
、
質
的
変
化
側
面
が
武
力
攻
撃
該
当
性
判
断
と
関
係
す
る
の
に
対
し
て
、
均
衡
性
側
面
は
、
自
衛
権
行
使
が
可
能
に
な
っ
た
後

の
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
節
で
検
討
し
た
国
家
実
行
の
よ
う
に
、
累
積
理
論
が
武
力
攻
撃
発
生
の
有
無
、
換
言
す
れ
ば
、

自
衛
権
の
行
使
の
可
否
と
い
う
発
動
要
件
の
文
脈
で
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
の
累
積
理
論
は
、
反
撃
態
様
を
正
当

化
す
る
た
め
、
発
生
し
た
事
態
を
単
に
包
括
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
反
撃
態
様
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
先
行

行
為
を
い
か
に
認
識
す
る
か
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

2　

先
行
行
為
と
均
衡
性
に
対
す
る
見
方

 

（
1
）
均
衡
性
に
よ
る
自
衛
権
行
使
態
様
の
規
律

　

被
害
国
は
自
衛
に
際
し
て
、
恣
意
的
な
規
模
、
あ
る
い
は
、
無
期
限
に
武
力
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
過
剰
な
対

応
は
懲
罰
的
意
図
を
有
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
著
し
く
均
衡
を
失
し
た
反
撃
は
自
衛
権
の
行
使
で
は
な
く
、
違
法
な
武

力
復
仇
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
均
衡
を
失
し
た
反
撃
措
置
を
と
れ

ば
、
そ
れ
は
違
法
な
武
力
行
使
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

自
衛
権
の
発
動
要
件
で
あ
る
武
力
攻
撃
の
該
当
性
は
各
国
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
基
準
は
曖
昧
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
衛

権
の
発
動
そ
れ
自
体
の
合
法
性
を
的
確
に
判
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
衛
権
行
使
の
態
様
を
規
律
す
る
均
衡
性
原
則
に
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よ
り
、
自
衛
権
行
使
に
よ
る
特
定
の
武
力
行
使
の
合
法
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
が
あ
る
。

 
（
2
）
多
様
な
均
衡
性

　

累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
主
張
は
、
事
態
が
反
復
継
続
し
た
後
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
被
害
国
は
複
数

の
事
態
を
経
て
反
撃
措
置
を
と
る
。
事
態
が
複
数
回
発
生
し
て
い
る
場
合
、
先
行
行
為
と
そ
れ
に
対
応
す
る
際
の
均
衡
性
の
在
り
方
に

つ
い
て
は
、
次
の
三
つ
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
自
衛
権
行
使
国
は
「
等
量
均
衡
性
（eye for an eye proportionality

）」
に
従
っ
て
反
撃
を
す
べ
き
と
い
う
見
解
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
自
衛
権
行
使
国
の
反
撃
措
置
は
直
近
の
先
行
行
為
と
均
衡
し
た
反
応
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

均
衡
性
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
見
解
の
一
例
と
し
て
、
油
井
事
件
で
の
イ
ラ
ン
の
主
張
が
挙
げ
ら
れ
る
。
イ
ラ
ン
は
、
自
衛
権
を
行
使

す
る
際
に
は
、
相
手
か
ら
の
最
初
の
武
力
行
使
（first use of force

）
を
上
回
る
対
応
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
反
撃
措

置
の
限
度
は
、
直
近
の
先
行
行
為
の
規
模
や
烈
度
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
極
め
て
厳
格
な
均
衡
性
判
断
を
要
求
す
る
立
場

で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
累
積
的
均
衡
性
（cum

ulative proportionality

）」
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
過
去
の
複
数
の
事
態
を

累
積
さ
せ
て
、
そ
れ
ら
を
包
括
し
て
先
行
行
為
と
し
、
反
撃
が
そ
の
包
括
し
た
先
行
行
為
と
均
衡
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
立
場
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
被
害
国
は
、
小
規
模
な
事
態
が
反
復
継
続
し
た
後
に
反
撃
を
す
る
際
は
、
直
近
の
事
態
よ
り
も
大
規
模
な
反
撃
が
可
能
と

な
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
死
者
数
や
物
的
損
害
の
範
囲
に
つ
い
て
、
お
お
よ
そ
の
均
衡
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

第
三
に
、「
抑
止
的
均
衡
性
（deterrent proportionality

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
面
す
る
脅
威
に
均
衡
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
は
期
間
が
短
い
も
の
が
多
く
、
当
該
武
力
行
使
の
最
中
に
対
応
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
通
常
は
当
該
武
力
行
使
の
後
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、
累
積
理
論
の
観
点
か
ら
は
、
た
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と
え
現
時
点
で
攻
撃
は
終
了
し
て
い
て
も
、
現
状
は
「
次
の
予
期
さ
れ
る
攻
撃
（the next anticipated attack

）」
の
前
段
階
に
あ

る
と
判
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
反
復
継
続
す
る
事
態
へ
の
対
応
措
置
は
、
抑
止
目
的
と
均
衡
す
べ

き
で
あ
り
、「
過
去
の
行
為
及
び
企
図
さ
れ
た
行
為
の
パ
タ
ー
ン
全
て
（overall pattern of past and projected acts

）」
と
均
衡

す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
累
積
理
論
を
基
礎
と
し
て
行
使
さ
れ
た
自
衛
権
行
使
の
主
張
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
、
一
九
六
四
年
英
国
に
よ
る
イ
エ
メ

ン
爆
撃
事
件
で
、
英
国
は
、
自
身
の
自
衛
権
行
使
を
「
予
防
的
な
性
格
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
米
国
は
、
一
九
八
六
年
の
リ

ビ
ア
爆
撃
事
件
で
、
リ
ビ
ア
に
よ
る
米
国
に
対
す
る
攻
撃
は
、「
将
来
に
わ
た
り
計
画
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う

し
た
事
例
に
お
い
て
は
、
将
来
の
危
険
を
除
去
す
る
こ
と
も
含
ん
だ
「
抑
止
的
均
衡
性
」
に
基
づ
い
て
反
撃
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

3　

均
衡
性
側
面
の
問
題

 

（
1
）「
見
送
っ
た
」
事
態
へ
の
反
撃

　
「
等
量
均
衡
性
」
と
「
累
積
的
均
衡
性
」
の
立
場
は
、
被
害
状
況
と
反
撃
措
置
と
の
評
価
が
容
易
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
方
、「
抑
止

的
均
衡
性
」
の
立
場
は
、
将
来
の
危
険
性
を
も
評
価
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、
均
衡
を
失
し
た
対
応
を
許
す
危
険
性
が
伴
う
。Ruys

に
よ
れ
ば
、
累
積
理
論
は
、
一
定
の
烈
度
に
あ
る
一
連
の
継
続
し
た
攻
撃
に
対
し
て
は
、
単
発
の
同
様
の
烈
度
の
武
力
攻
撃
に
対
す
る

も
の
よ
り
、
大
規
模
な
反
撃
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
撃
が
、「
等
量
均
衡
性
」、
あ
る
い
は
、

「
累
積
的
均
衡
性
」
の
も
と
に
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、「
抑
止
的
均
衡
性
」
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
な
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
均
衡

性
の
判
断
が
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
適
否
を
左
右
す
る
。

　

累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
反
復
継
続
し
た
事
態
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
時
、「
等
量
均
衡
性
」
の
立
場
か
ら
、

（
145
）

（
146
）

（
147
）

（
148
）

（
149
）

（
150
）

（
151
）
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そ
の
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
直
近
の
事
態
に
釣
り
合
っ
た
対
応
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、「
累
積
的
均
衡

性
」
の
立
場
か
ら
、
一
連
の
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
を
包
括
し
た
も
の
と
同
等
の
規
模
の
対
応
を
と
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
一
見
す
る
と
、「
累
積
的
均
衡
性
」
は
、
対
応
を
「
見
送
っ
た
」
事
態
に
反
撃
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
は
、
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
ま
で
は
そ
も
そ
も
武
力
を
伴
っ
た
対
応
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
質
的
変
化
側
面
と
「
累
積
的
均
衡
性
」
は
調
和
的
関
係
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
油
井
事
件
で
の
米
国
の
立
場
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
々
に
武
力
攻
撃
で
あ
る
も
の
を
累
積
的
に
捉
え
て
自
衛
権
行
使

が
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
反
撃
措
置
が
「
累
積
的
均
衡
性
」
の
も
と
に
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
妥
当
性
に
は
疑
問
が
生
ず
る
。
な

ぜ
な
ら
、
米
国
が
主
張
す
る
よ
う
に
個
々
の
事
態
が
武
力
攻
撃
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
個
々
の
事
態
が
発
生
し
た
時
点
で
自
衛
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
均
衡
性
を
評
価
す
る
段
階
で
、「
見
送
っ
た
」
武
力
攻

撃
を
算
入
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
、
自
衛
権
の
行
使
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
都
合
の
良
い
時
に
反
撃
を
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
反
撃
は
、
違
法
な
武
力
復
仇
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
第
四
章
1
（
2
）
で
検
討
す

る
よ
う
に
、
単
発
の
武
力
攻
撃
発
生
か
ら
反
撃
措
置
ま
で
の
期
間
は
、
比
較
的
緩
や
か
に
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ン
キ
ン
湾

事
件
で
、
米
国
が
一
日
し
か
間
隔
の
空
い
て
い
な
い
二
回
の
事
態
を
包
括
的
に
評
価
す
る
こ
と
自
体
は
、
直
ち
に
は
不
合
理
で
あ
る
と

い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
油
井
事
件
の
よ
う
に
、
事
態
相
互
が
そ
れ
ぞ
れ
数
か
月
以
上
空
い
て
い
る
場
合
に
は
、「
累
積
的
均
衡

性
」
に
基
づ
く
反
撃
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
リ
ビ
ア
爆
撃
事
件
、
油
井
事
件
で
の
反
撃
態
様
は
、

「
累
積
的
均
衡
性
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
抑
止
的
均
衡
性
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 

（
2
）
均
衡
性
側
面
が
招
来
す
る
抑
止
的
な
反
撃
措
置

　

累
積
理
論
主
張
国
の
反
撃
措
置
は
、
そ
の
多
く
が
批
判
に
晒
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
検
討
し
た
国
家
実
行
で
も
、
英
国
に
よ
る
イ
エ
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メ
ン
爆
撃
事
件
、
米
国
に
よ
る
リ
ビ
ア
爆
撃
事
件
な
ど
は
各
国
か
ら
非
難
が
な
さ
れ
、
油
井
事
件
に
お
い
て
も
米
国
の
自
衛
権
行
使
は

合
法
な
も
の
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
件
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
被
害
を
受
け
自
衛
権
を
行
使
し
た
国
家
が
、
反
撃
の
対
象
を
、
す
で
に

発
生
し
た
事
態
と
均
衡
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
等
量
均
衡
性
」
や
「
累
積
的
均
衡
性
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
抑

止
的
均
衡
性
」
に
基
づ
い
て
自
衛
権
を
行
使
し
た
た
め
に
、
反
撃
態
様
が
均
衡
を
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
り
に
、
反
撃
時
の

均
衡
性
が
「
等
量
均
衡
性
」、
あ
る
い
は
、「
累
積
的
均
衡
性
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
批
判
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
実
際
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
・
イ
ラ
ク
国
境
事
件
に
お
い
て
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
、
イ
ラ
ク
の
兵
士
一
人
へ
対
処
す
る
に
と

ど
め
、
そ
れ
以
上
の
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
。

　

本
章
で
検
討
し
た
質
的
変
化
側
面
な
き
累
積
理
論
に
基
づ
く
反
撃
措
置
の
み
な
ら
ず
、
英
国
に
よ
る
イ
エ
メ
ン
爆
撃
の
よ
う
に
、
質

的
変
化
側
面
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
他
方
、
均
衡
性
側
面
に
お
い
て
「
抑
止
的
均
衡
性
」
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
主
張
に
は
非
難
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
抑
止
的
均
衡
性
」
は
評
価
が
難
し
く
、
均
衡
性
側
面
の
う
ち
「
抑
止
的
均
衡
性
」
に
基
づ
く
自
衛

権
行
使
の
主
張
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
不
当
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
累
積
理
論
の
有
す
る
三
つ
の
側
面
の
う
ち
、
均
衡
性
側
面
は
反
撃
措
置
を
激
化
さ
せ
る
危
険
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

累
積
理
論
が
そ
の
よ
う
な
均
衡
を
失
し
た
武
力
行
使
の
背
景
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
累
積
理
論
に
対
す
る
評
価
を
消
極
的
な
も
の
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
累
積
理
論
の
均
衡
性
側
面
が
累
積
理
論
に
対
す
る
否
定
的
評
価
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
稿
の
目
的
で

あ
る
累
積
理
論
を
巡
る
理
解
の
混
乱
の
所
在
を
考
究
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
累
積
理
論
の
も
つ
時
間
的
側
面
も
ま
た
検
討
を
要
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、Gray

が
「
均
衡
性
と
必
要
性
の
関
係
が
ど
れ
ほ
ど
別
個
に
適
用
で
き
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
よ

（
152
）

（
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）

（
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）
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う
に
、
均
衡
性
側
面
と
必
要
性
要
件
は
密
接
な
関
連
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
必
要
性
要
件
は
時
間
的
側
面
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

第
四
章　

累
積
理
論
の
時
間
的
側
面

1　

事
態
の
累
積
期
間

 

（
1
）
国
家
実
行

　

累
積
理
論
の
時
間
的
側
面
は
、
時
間
的
に
間
隔
の
あ
る
事
態
同
士
を
連
接
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。T

am
s

は
、「
均
衡
し
た
対
抗
措

置
」
に
は
武
力
を
伴
う
対
応
を
含
む
と
す
るSim

m
a

の
見
解
よ
り
も
、
累
積
理
論
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時

に
、
累
積
理
論
が
自
衛
の
時
間
的
側
面
を
弱
め
、
一
時
的
な
権
利
を
無
期
限
に
武
力
を
行
使
す
る
権
利
へ
と
変
化
さ
せ
る
危
険
を
蔵
し

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
、
一
九
六
一
年
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
対
仏
自
衛
権
行
使
事
件
や
、
一
九
六
四
年
英
国
の
イ
エ
メ
ン
爆
撃
事

件
の
よ
う
に
、
事
態
間
に
年
単
位
の
間
隔
が
空
い
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
は
、
こ
の
よ
う
に
事
態
と
事
態

の
間
隔
が
広
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
事
態
間
で
年
単
位
の
間
隔
が
空
い
て
い
る
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
主
張
の
う
ち
、
被
行
使
国
以
外
か
ら
批
判

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
本
稿
で
言
及
し
た
事
例
の
限
り
で
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
対
仏
自
衛
権
行
使
を
措
い
て
他
に
は
な
い
。
な
お
、

当
該
事
件
は
、「
仏
軍
が
移
動
禁
止
命
令
に
背
い
た
場
合
、
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
と
看
做
す
」
と
い
う
報
告
が
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
よ
っ

て
事
前
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
最
初
の
事
態
か
ら
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
事
態
（
仏
軍
の
軍
事
活
動
再
開
）
と
の
関

連
性
は
明
白
で
あ
っ
た
。

（
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）

（
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）

（
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）
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（
2
）
累
積
理
論
に
よ
ら
な
い
自
衛
権
行
使
と
の
対
比

　

そ
れ
で
は
、
累
積
理
論
に
よ
ら
な
い
事
例
、
す
な
わ
ち
、
被
害
国
が
反
撃
す
る
契
機
と
な
っ
た
事
態
の
発
生
以
前
に
事
態
の
反
復
継

続
性
が
な
く
、
単
発
の
事
態
で
す
で
に
武
力
攻
撃
の
敷
居
を
こ
え
た
と
被
害
国
が
判
断
し
て
自
衛
措
置
を
と
っ
た
事
例
に
お
い
て
は
、

事
態
の
発
生
か
ら
自
衛
権
を
行
使
す
る
ま
で
ど
の
く
ら
い
の
時
間
的
間
隔
が
あ
る
の
か
。
一
九
八
二
年
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
（
マ
ル
ビ

ナ
ス
）
紛
争
と
、
一
九
九
三
年
のH

.W
. Bush

米
国
前
大
統
領
暗
殺
未
遂
事
件
後
の
米
国
に
よ
る
イ
ラ
ク
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
事
件

を
検
討
す
る
。

　

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
は
一
九
八
二
年
四
月
二
日
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
諸
島
に
侵
攻
し
た
も
の
で
あ
り
、
正
規

軍
が
総
力
を
挙
げ
て
他
国
領
域
に
侵
入
し
た
典
型
的
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
英
国
は
翌
四
月
三
日
に
海
軍
の
派
遣
を
公
表
し
た
。

そ
の
後
、
一
九
八
二
年
四
月
二
五
日
に
英
国
海
軍
は
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
諸
島
の
東
に
位
置
す
る
サ
ウ
ス
ジ
ョ
ー
ジ
ア
島
で
、
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
軍
と
戦
闘
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
よ
る
侵
攻
か
ら
、
英
国
が
実
際
に
武
力
を
伴
う
反
撃
措
置
を
と
る
ま
で

三
週
間
以
上
の
時
間
的
間
隔
が
空
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
即
時
性
要
件
か
ら
、
英
国
の
自
衛
権
行
使
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
存
在
し

た
。
し
か
し
、H

iggins

が
述
べ
る
よ
う
に
、
地
理
的
に
離
れ
た
地
点
に
武
力
攻
撃
が
な
さ
れ
た
時
に
、
自
衛
権
行
使
ま
で
に
時
間
を

要
す
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
本
件
で
は
、
英
国
の
自
衛
権
行
使
に
対
し
て
多
く
の
国
家
が
支
持
を
表
明
し
た
。

　

次
に
、H

.W
. Bush

米
国
前
大
統
領
暗
殺
未
遂
事
件
と
米
国
に
よ
る
イ
ラ
ク
諜
報
機
関
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

一
九
九
三
年
六
月
二
六
日
、
米
国
が
、H

.W
. Bush

前
大
統
領
の
暗
殺
計
画
に
イ
ラ
ク
が
関
与
し
て
い
る
と
し
て
、
イ
ラ
ク
の
諜
報
機

関
本
部
に
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
米
国
に
よ
る
こ
の
攻
撃
は
、
一
九
九
三
年
四
月
一
三
日
の
夜
に
ク
ウ
ェ
ー
ト
で
車

両
が
爆
発
す
る
事
件
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
同
年
四
月
一
四
日
か
ら
同
一
六
日
ま
で
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
滞
在
す
る
、H

.W
. Bush

前
大
統

領
の
暗
殺
が
企
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
発
生
し
た
事
件
は
こ
の
車
両
爆
発
事

（
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）
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（
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件
一
件
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
米
国
は
、
計
画
さ
れ
て
い
る
攻
撃
及
び
さ
ら
な
る
攻
撃
の
脅
威
へ
の
対
応
と
し
て
、
ミ
サ
イ
ル
攻
撃

を
行
っ
た
。
こ
の
事
件
を
受
け
て
開
催
さ
れ
た
安
保
理
事
会
の
討
議
で
は
、
米
国
の
自
衛
権
行
使
に
理
解
を
示
す
国
家
が
多
く
、
批
判

は
ご
く
少
数
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
累
積
理
論
を
基
礎
と
は
せ
ず
、
一
度
の
事
態
発
生
を
も
っ
て
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
判
断
し
、
被
害
国
が
自
衛
権
を
行

使
し
た
事
例
に
お
い
て
も
、
事
態
の
発
生
か
ら
一
定
の
時
間
的
経
過
が
あ
る
。
こ
こ
で
検
討
し
た
二
つ
の
自
衛
権
行
使
は
国
際
社
会
か

ら
概
ね
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
国
の
認
識
に
お
い
て
、
反
撃
ま
で
に
要
す
る
時
間
に
対
す
る
制
限
は
緩
や
か
な
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

2　

必
要
性
要
件

 

（
1
）
代
替
手
段
の
不
存
在

　

し
か
し
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
の
よ
う
に
、
大
規
模
な
単
発
の
事
態
に
対
す
る
自
衛
権
行
使
で
あ
っ
て
も
、
必
要
性
要
件
の
観
点

か
ら
当
該
自
衛
権
行
使
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
事
態
発
生
か
ら
反
撃
措
置
ま
で
に
時
間
が
空
い
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
複
数
の
事
態
を
包
括
的
に
評
価
す
る
累
積
理
論
の
時
間
的
側
面
に
も
、
必
要
性
要
件
の
点
か
ら
疑
問
が
呈
さ
れ
る
。

一
般
的
に
必
要
性
の
内
容
は
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
・
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
由
来
す
る
「
即
時
の
、
圧
倒
的
な
、
他
に
手
段
の
な
い
（
平
和
的

手
段
を
尽
く
し
た
）」
こ
と
で
、
通
常
、
代
替
措
置
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
必
要
性
要
件
は
、
代
替
手
段
の
不

存
在
と
と
も
に
、
即
時
性
（im

m
ediacy

）
も
含
め
て
考
察
さ
れ
る
。

　

代
替
措
置
の
不
存
在
と
い
う
点
に
関
連
し
て
、
松
井
教
授
は
、
個
々
の
事
件
が
「
武
力
攻
撃
」
に
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
性

要
件
に
照
ら
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
「
累
積
」
を
待
っ
て
自
衛
権
で
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
武
力
を
伴
わ
な
い
対

（
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抗
措
置
で
対
処
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

し
か
し
、
国
家
実
行
を
見
れ
ば
、
被
害
国
は
望
ん
で
「
累
積
」
を
待
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
外
交
交
渉
そ
の
他
再
発
防
止
の
た

め
の
試
み
を
行
っ
た
後
に
、
期
せ
ず
し
て
新
た
な
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い

武
力
行
使
が
発
生
し
た
と
き
、「『
事
前
』
報
告
」
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
武
力
を
伴
わ
な
い
手
段
で
あ
る
。
そ
れ

と
同
時
に
「『
事
前
』
報
告
」
を
行
っ
た
時
点
で
事
態
が
終
了
す
れ
ば
、
武
力
は
行
使
し
な
い
と
い
う
被
害
国
の
自
制
の
表
明
で
も
あ

る
。
そ
れ
で
も
事
態
が
継
続
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
代
替
手
段
が
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 

（
2
）
即
時
性

　

次
に
、
代
替
手
段
の
不
存
在
と
と
も
に
必
要
性
の
内
容
と
さ
れ
る
即
時
性
と
累
積
理
論
の
関
係
を
検
討
す
る
。
累
積
理
論
は
、
必
要

性
要
件
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
累
積
理
論
が
内
在
す
る
時
間
的
側
面
に
起
因
す
る
。

累
積
理
論
は
事
態
相
互
の
時
間
が
近
接
し
て
い
な
い
も
の
を
一
体
的
に
捉
え
て
武
力
攻
撃
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
即
時
性

と
も
密
接
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
時
点
で
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
武
力
攻
撃
が
終
了
し
て
久
し
い
時
点
で

自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
制
裁
の
側
面
が
強
く
復
仇
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
う
る
。
自
衛
と
復
仇
は
近
似
し
た
関
係
に
あ
り
、

両
者
を
区
別
す
る
も
の
こ
そ
が
、
即
時
性
で
あ
る
と
さ
れ
る
。Schachter

は
、
自
衛
権
概
念
に
は
時
間
的
側
面
が
含
ま
れ
て
お
り
、

攻
撃
や
急
迫
し
た
脅
威
に
対
し
て
、
時
間
的
に
近
接
し
た
対
応
か
ど
う
か
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
制
限
が
な
く
な
れ
ば
、
自

衛
は
無
数
の
先
行
す
る
侵
略
行
為
、
占
領
行
為
に
対
す
る
懲
罰
的
な
武
力
攻
撃
に
な
る
だ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、D

instein

も
、

「
古
昔
に
生
じ
た
武
力
攻
撃
（an arm

ed attack that occurred in the rem
ote past

）」
に
武
力
を
用
い
た
反
撃
を
す
る
こ
と
は

違
法
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
過
度
の
怠
慢
に
よ
っ
て
、
武
力
攻
撃
と
そ
れ
に
対
応
す
る
武
力
の
連
関
が
途
切
れ
て
し
ま
う
か
ら
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で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
は
、
即
時
性
と
の
関
係
を
い
か
に
理
解
す
る
の
か
が
、
そ
の
合
法
性
を
左
右
す
る

も
の
と
い
え
る
。
即
時
性
は
、
そ
れ
を
厳
格
に
解
す
る
論
者
と
緩
や
か
に
解
す
る
論
者
と
に
わ
か
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
累
積
理

論
の
評
価
も
ま
た
異
な
る
の
で
あ
る
。

①
厳
格
的
解
釈
説

　

た
と
え
ば
、Boyle
は
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
事
例
で
あ
る
米
国
の
リ
ビ
ア
爆
撃
事
件
を
、
明
ら
か
に
違
法
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
新
た
な
攻
撃
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
実
に
攻
撃
が
発
生
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

松
田
教
授
も
「
ふ
つ
う
に
テ
ロ
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
銃
の
乱
射
、
爆
破
、
列
車
の
転
覆
、
航
空
機
の
突
入
な
ど
の
単
発
的
か
つ
突
発
的

な
行
為
で
あ
っ
て
、
対
処
行
動
を
と
る
時
点
で
は
す
で
に
完
了
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
た
め
、「
テ
ロ
に
対
す
る
武
力
行
使
は
必
然
的

に
事
後
的
な
報
復
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
す
る
。

　

ま
た
、
高
野
教
授
も
「
公
海
上
の
艦
船
や
航
空
機
に
武
力
攻
撃
が
行
わ
れ
れ
ば
、
現
場
に
近
接
し
た
武
力
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
し
自

衛
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
の
、「
こ
の
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
他
国
の
武
力
攻
撃
が
す
ん
で
し
ま
っ

た
段
階
で
は
た
と
い
自
国
の
艦
船
、
航
空
機
に
損
害
が
発
生
し
て
い
た
と
し
て
も
、
自
衛
の
行
動
は
と
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
「
緊
急
性
は
消
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
か
ら
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
物
理
的
な
損
害
が
発
生
し
、
そ
の
発
生
と

同
時
に
攻
撃
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
自
衛
措
置
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
即
時
性
の
要

件
を
極
め
て
厳
格
に
解
釈
す
る
。

　

憲
章
の
シ
ス
テ
ム
で
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
厳
格
的
解
釈
説
を
と
る
論
者
に
共
通
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
国
際
の
平
和
と
安
全
を

回
復
し
、
維
持
す
る
安
保
理
事
会
の
機
能
に
対
す
る
期
待
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、K

retzm
er

は
、
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「
残
念
な
が
ら
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
何
度
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
行
に
お
い
て
憲
章
の
精
神
は
履
行
さ
れ
て
は
い
な
い
」

と
述
べ
る
。
国
連
憲
章
の
武
力
行
使
を
管
理
す
る
体
制
が
崩
壊
し
た
の
も
同
然
で
あ
る
現
在
に
あ
っ
て
、
国
連
の
集
団
安
全
保
障
が
適

切
に
機
能
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
即
時
性
の
在
り
方
も
ま
た
、
変
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

実
際
、Gardam

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
国
家
実
行
は
、
概
し
て
、
即
時
性
の
厳
格
な
解
釈
を
と
っ
て
は
お
ら
ず
、
国
家
は
伝
統

的
に
、
防
衛
行
動
を
開
始
す
る
時
間
に
つ
い
て
幅
広
い
裁
量
を
認
め
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

②
許
容
的
解
釈
説

　

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
油
井
判
決
で
は
「
重
大
な
損
害
は
生
じ
た
も
の
の
、
沈
没
は
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
人
命
も
失
わ
れ
て
い
な
い
一
隻
の
軍
艦

の
触
雷
…
…
へ
の
対
応
と
し
て
…
…
油
井
を
破
壊
し
た
行
為
は
、
自
衛
上
の
均
衡
し
た
武
力
行
使
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
見

解
が
示
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
仮
に
米
軍
艦
が
沈
没
し
て
い
れ
ば
、
反
撃
の
合
法
性
評
価
に
お
い
て
そ
の
事
実
を
加
味
し
た
可
能
性

を
窺
わ
せ
る
。
軍
艦
が
沈
没
し
、
当
該
軍
艦
の
乗
員
が
死
亡
し
た
後
は
、「
武
力
攻
撃
が
す
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
も
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
沈
没
し
た
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。

　

ま
た
、Lubell

は
、
自
衛
措
置
を
決
定
す
る
と
き
、
必
要
性
の
要
件
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
、
武
力
を
用
い
な
い
方
法
を
ま
ず
も
っ

て
模
索
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
す
れ
ば
確
実
に
時
間
を
要
す
る
と
し
、
物
理
的
な
攻
撃
の
終
了
後
直
ち
に
自
衛
権
の
行
使
可
能
性

が
終
了
す
る
と
は
し
な
い
。

　

武
力
攻
撃
を
受
け
た
後
に
、
極
め
て
厳
格
な
時
間
的
近
接
性
が
要
求
さ
れ
る
場
合
、
常
に
臨
戦
態
勢
で
あ
り
即
時
に
反
撃
が
可
能
な

国
家
の
み
が
自
衛
権
行
使
を
許
さ
れ
る
。
他
方
、
と
り
た
て
て
軍
備
に
関
心
を
持
た
な
い
国
家
は
、
一
切
の
反
撃
が
許
さ
れ
な
い
こ
と

に
な
る
。
そ
の
た
め
、
即
座
に
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
国
際
社
会
は
著
し
い
緊
張
状
態
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
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な
り
、
回
避
し
得
た
武
力
衝
突
を
招
来
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
武
力
を
用
い
な
い
方
法
で
紛
争
を
解
決
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
時
間
の
経
過
は
当
然
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
即
時
性
を
厳
格
に
解
す
れ
ば
解
す
る
ほ
ど
、
平
和
的
紛
争
解
決

手
段
を
忌
避
さ
せ
る
危
険
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
即
時
性
を
厳
格
な
時
間
的
近
接
性
の
み
で
理
解
す
る

の
は
不
合
理
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ゆ
え
に
、
即
時
性
は
、
時
間
的
制
約
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
物
理
的
時
間
経
過
よ
り
も
、
緊
急
性
や
危
険
の
不
可
避
性
に
依
拠

し
て
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
累
積
理
論
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
事
態
の
間
隔
、
あ
る
い
は
、
各
事
態
の
総

体
が
相
当
程
度
長
期
に
わ
た
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う
し
た
時
間
的
側
面
ゆ
え
に
、
累
積
理
論
は
「
遅
す
ぎ
る
違
法
な
武
力
復
仇
（
又
は

将
来
の
攻
撃
に
対
す
る
早
す
ぎ
る
先
制
的
自
衛
）」
を
肯
定
す
る
理
論
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3　

時
間
的
側
面
か
ら
生
ず
る
問
題

 

（
1
）
武
力
復
仇

　

累
積
理
論
に
基
づ
く
反
撃
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
合
法
で
あ
る
自
衛
か
違
法
で
あ
る
復
仇
か
の
い
ず
れ
か
を
決
す
る
こ
と

は
不
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
安
保
理
事
会
は
明
白
に
累
積
理
論
を
拒
絶
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
自
衛
と
復
仇
と
を
区
別
す
る
の

は
、
懲
罰
目
的
の
有
無
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
国
家
が
武
力
を
用
い
た
対
応
を
す
る
際
の
動
機
や
目
的
の
中
身
を
決
す
る
こ
と
は
極
め

て
困
難
で
あ
る
。

　

別
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
合
法
で
あ
る
自
衛
と
違
法
な
武
力
復
仇
と
を
区
別
す
る
の
は
、
主
と
し
て
攻
撃
と
対
応
と
の
時
間
の
経
過

で
あ
る
。
即
時
性
の
許
容
的
解
釈
説
で
は
、
被
害
国
は
武
力
攻
撃
発
生
後
、
厳
格
的
解
釈
説
よ
り
も
長
期
に
わ
た
り
反
撃
が
可
能
と
な

る
。
そ
し
て
、
累
積
理
論
は
即
時
性
の
許
容
的
解
釈
説
と
親
和
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
す
る
と
、
累
積
理
論
は
自
衛
権
の
幅

（
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を
拡
張
し
、
武
力
不
行
使
原
則
を
動
揺
さ
せ
る
よ
う
に
映
る
。
し
か
し
、
武
力
不
行
使
原
則
に
従
っ
て
、
武
力
行
使
を
用
い
な
い
平
和

的
な
解
決
方
法
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に
対
し
て
も
、
ま
ず
は
平
和
的

解
決
方
法
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
後
、
事
態
が
悪
化
し
、
も
は
や
平
和
的
解
決
方
法
が
な
い
場
合
に
は
、
武
力
を
伴
っ
た

対
応
を
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
、
発
端
と
な
っ
た
事
態
発
生
か
ら
の
時
間
的
経
過
は
不
可
避
と
な
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
即
時
性
は
自
衛
の
核
と
な
る
概
念
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
対
応
の
性
質
、
目
的
、
対
象
で
あ
り
、
即

時
性
は
合
理
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

 

（
2
）
先
制
的
自
衛

　

ま
た
、
累
積
理
論
を
先
制
的
自
衛
で
あ
る
と
批
判
す
る
立
場
か
ら
は
、
累
積
理
論
に
つ
い
て
「
過
去
の
テ
ロ
行
為
と
将
来
行
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
テ
ロ
行
為
を
ま
と
め
て
一
つ
の
継
続
的
な
武
力
攻
撃
と
す
る
こ
と
で
、
テ
ロ
に
対
す
る
武
力
行
使
を
現
に
進
行
中
の
武

力
攻
撃
に
対
す
る
自
衛
と
性
格
付
け
よ
う
と
」
す
る
も
の
で
あ
り
、「
新
た
な
テ
ロ
行
為
発
生
の
可
能
性
が
い
か
に
高
く
て
も
、
そ
の

時
期
や
内
容
が
不
特
定
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
を
抑
止
す
る
た
め
の
武
力
行
使
は
や
は
り
先
制
自
衛
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
さ
れ
る
。

　

た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
事
態
を
累
積
的
に
捉
え
て
自
衛
権
行
使
を
主
張
し
た
事
例
で
あ
る
、
英
国
に
よ
る
イ
エ
メ
ン
爆
撃
事
件
、
米

国
に
よ
る
リ
ビ
ア
爆
撃
事
件
な
ど
で
は
、
自
衛
権
行
使
を
主
張
し
た
諸
国
は
、
事
態
の
累
積
を
う
け
て
、
将
来
発
生
す
る
攻
撃
に
対
応

す
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
将
来
の
攻
撃
に
対
す
る
自
衛
権
行
使
と
い
う
側
面
を
捉
え
る
と
、
先
制
的
自
衛
と
い
う

批
判
が
な
さ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。

　

し
か
し
、
田
岡
博
士
が
述
べ
る
よ
う
に
、
武
力
攻
撃
の
発
生
は
、
損
害
の
発
生
と
同
一
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
損
害
の
発
生
以
前
に
自
衛
権
行
使
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
外
国
の
現
実
の
行
動
を
標
準
と
せ
ず
、
そ
の
意
図
を
標
準

と
し
て
、
自
衛
権
を
発
動
す
る
こ
と
は
当
然
に
非
難
さ
れ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
先
制
的
自
衛
と
し
て
非
難
が
な
さ
れ
る
の
は
、
外
国
の
現
実
の
行
動
を
標
準
と
し
て
い
な
い
状
況
で
の
武
力
行
使
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
累
積
し
た
事
態
が
武
力
攻
撃
を
構
成
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
衛
権
を
行
使
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
は
、
外
国
の
現
実
の
行
動
を
標
準
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
外
国
の
意
図
を
標
準
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
累
積
理
論
に

基
づ
く
反
撃
措
置
を
し
た
国
家
は
、
極
め
て
詳
細
に
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
一
分
単
位
で
時
刻
を
明
ら
か
に
し
て
）、
被
害
の
内
容
を

提
示
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
諸
事
態
が
既
に
発
生
し
た
事
実
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
浅
田
教
授
は
累
積
理
論
に
つ
き
、「
相
互
に
近
接
し
て
行
わ
れ
る
一
種
の
テ
ロ
行
為
等
に
つ
き
、
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て

『
武
力
攻
撃
』
と
捉
え
て
自
衛
権
の
行
使
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
先
制
的
性
格
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
の
見

解
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
立
て
ば
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
は
必
ず
し
も
先
制
的
自
衛
と
し
て
、
非
難
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

1　

累
積
理
論
を
巡
る
混
乱
の
原
因

　

累
積
理
論
に
は
、
質
的
変
化
側
面
、
均
衡
性
側
面
及
び
時
間
的
側
面
の
三
つ
の
側
面
が
あ
る
。
国
家
実
行
の
検
討
で
明
ら
か
な
よ
う

に
、
質
的
変
化
側
面
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
被
害
国
が
自
国
の
受
け
た
武
力
行
使
を
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
あ
る
と
判

断
し
て
い
る
期
間
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
反
復
継
続
性
が
認
め
ら
れ
た
後
に
、
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
と
い
う
点
が
質
的
変
化
側
面

の
特
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に
対
し
て
、
そ
れ
単
体
に
対
し
て
は
自
衛
権
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
と

な
り
、
自
衛
権
行
使
に
抑
制
的
に
作
用
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
質
的
変
化
側
面
に
は
自
衛
権
行
使
に
対
し
て
抑
制
的
効
果
が
指
摘
で
き

る
。
他
方
、
均
衡
性
側
面
や
時
間
的
側
面
に
は
質
的
変
化
側
面
と
は
異
な
り
、
反
撃
行
為
の
拡
大
を
容
易
に
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

（
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つ
ま
り
、
累
積
理
論
に
は
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
効
果
と
そ
の
拡
大
を
も
た
ら
す
効
果
が
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
質
的
変
化
側
面
を
基
礎
と
し
た
自
衛
権
行
使
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
将
来
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
性
ま
で
踏
み
込

ん
だ
「
抑
止
的
均
衡
性
」
を
基
準
と
し
た
自
衛
権
行
使
事
例
に
お
い
て
は
、
自
衛
の
範
囲
を
越
え
た
復
仇
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と

が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
で
も
反
撃
の
合
法
性
を
欠
い
た
の
は
、
均
衡
性
側
面
が
要
因
で
あ
る
。
累
積
理
論
を
評
価
す
る
際
に
は
、
こ
う

し
た
点
が
絶
え
ず
批
判
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
当
該
自
衛
権
行
使
主
張
の
背
景
と
な
っ
た
累
積
理
論
に
対
し
て
、
質
的
変
化
側

面
と
均
衡
性
側
面
の
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
累
積
理
論
に
は
消
極
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ゆ
え
に
、
質
的
変

化
側
面
の
自
衛
権
行
使
へ
の
抑
制
的
効
果
は
評
価
を
さ
れ
る
機
会
に
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

学
説
に
お
い
て
、
累
積
理
論
が
学
説
で
言
及
さ
れ
る
と
き
に
は
、
論
者
の
ほ
と
ん
ど
が
質
的
変
化
側
面
を
そ
の
特
徴
と
し
て
紹
介
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
累
積
理
論
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
質
的
変
化
側
面
以
外
の
側
面
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
油
井
事
件

で
、
米
国
と
イ
ラ
ン
が
、
累
積
理
論
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
次
元
で
議
論
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
論
者
の
着
目
す
る

累
積
理
論
の
側
面
が
異
な
る
こ
と
こ
そ
、
累
積
理
論
の
理
解
を
巡
る
混
乱
の
原
因
な
の
で
あ
る
。

2　

武
力
攻
撃
判
断
基
準
の
明
確
化
と
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
効
果

　

累
積
理
論
の
三
つ
の
側
面
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
点
は
質
的
変
化
側
面
で
あ
る
。
近
年
、
自
衛
権
行
使
前
に
被
害
国
が
事
態
の
悪
化

し
た
場
合
に
将
来
的
に
自
衛
権
行
使
に
言
及
す
る
「『
事
前
』
報
告
」
の
実
行
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側

面
に
対
す
る
肯
定
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「『
事
前
』
報
告
」
は
、
当
該
国
家
が
認
識
す
る
武
力
攻
撃
基
準
の
明
確
化
で
あ
り
、
自
衛
権
行
使
後
の
第
三
者
に
よ
る
自
衛
権
行
使

の
合
法
性
検
証
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
国
家
は
、
自
国
が
被
っ
た
と
主
張
す
る
武
力
攻
撃
の
内
容
が
、
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第
三
者
に
対
し
て
合
理
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
の
被
害
国
が
「『
事
前
』

報
告
」
を
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
武
力
攻
撃
に
達
し
た
場
合
に
は
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
と
い
う
宣
言
を
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
自

衛
権
行
使
へ
の
制
約
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
点
で
は
、
武
力
攻
撃
は
発
生
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

N
olte

は
、「
何
が
一
つ
の
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
か
を
認
定
す
る
の
は
決
し
て
純
然
た
る
事
実
問
題
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
武
力
攻
撃
の
中
身
が
不
明
確
な
状
況
に
あ
っ
て
、「『
事
前
』
報
告
」
は
、
何
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
の
か
を
明
確
化

す
る
試
み
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ど
の
段
階
で
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
結
局
は
、
被
害
国
の
判
断
に
よ
る
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
次
に
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
す
る
、
あ
る
い
は
、
事
態
の
反
復
継
続
性
を
主
張
し
て
、

自
衛
権
行
使
の
留
保
を
宣
言
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
態
が
武
力
攻
撃
の
敷
居
を
越
え
る
寸
前
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

自
国
の
被
害
を
武
力
攻
撃
で
は
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
不
利
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
累
積
理
論
の
質

的
変
化
側
面
は
、
自
国
の
被
害
を
あ
る
時
点
で
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
も
、
被
害
が
継
続
す
れ
ば
、
将
来

的
に
自
衛
権
行
使
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
担
保
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
も
っ
て
、
累
積
理
論
は
、
自
衛
権
行
使
に
抑

制
的
に
作
用
し
て
い
る
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
累
積
理
論
の
課
題
と
し
て
、
均
衡
性
側
面
に
お
い
て
は
、「
抑
止
的
均
衡
性
」
を
と
ら
ず
に
「
累
積
的
均
衡
性
」
に
よ
る

反
撃
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
事
態
の
累
積
期
間
が
長
期
化
す
る
ほ
ど
、「
累
積
的
均
衡
性
」
と
「
抑
止
的
均
衡
性
」
の
境
界
は
曖
昧

に
な
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
時
間
的
側
面
に
つ
い
て
、「『
事
前
』
報
告
」
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
事
態
は
時
間
経
過
と
無
関
係
に

連
関
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
事
態
の
累
積
と
い
っ
て
も
ど
れ
ほ
ど
の
期
間
の
事
態
を
累
積
の
「
計

算
」
に
算
入
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
は
射
程
外
と
し
た
が
、
非
国
家
主
体
の
暴
力
行
為
な
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ど
が
累
積
し
た
場
合
の
問
題
、
つ
ま
り
、
何
が
累
積
の
対
象
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。

Ruys, supra note 9, p. 168.
U

.N
. D

oc. S/PV
. 1140, 5 A

ugust 1964, p. 6, paras, 37-38, 42.
Ibid., p. 6, para. 34.
Gray, supra note 16, p. 151.
U

.N
. D

oc. S/PV
. 2674, 15 A

pril 1986, p. 17.
U

.N
. D

oc. S/17990, 14 A
pril 1986.

U
.N

. D
oc. supra note 106, p. 17.

Eric Posner, 

“Terrorism
 and the Law

s of W
ar,

” Chicago Journal of International Law
, V

ol. 5, N
o. 2 (2005), p. 480.

U
.N

. D
oc. supra note 106. p. 16.

U
.N

. D
oc. supra note 107.

た
と
え
ば
、
ソ
連
は
、
米
国
の
行
為
を
「
侵
略
」
と
非
難
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
、
米
国
の
対
応
を
「
正
当
化
で
き
な
い
攻
撃
」
と
す
る
。

U
.N

. D
oc. S/PV

. 2675, 15 A
pril 1986, p. 6; U

.N
. D

oc. S/PV
. 2676, 16 A

pril 1986, p. 4.
O

il Platform
s: R

ejoinder, supra note 5, pp. 175-176, para. 25.
Ibid.
U

.N
. D

oc. S/19219, 19 O
ctober 1987.

Ibid.
O

il Platform
s: R

ejoinder, supra note 5, pp. 150-151, para. 5.15.
O

il Platform
s: R

eply, supra note 10, pp. 135-137, para. 7.13.
Ibid., p. 140, para. 7.22.
Ibid., p. 154, para. 7.59.
Ibid., pp. 155-156, paras. 7.60-7.61.

（
102
）

（
103
）

（
104
）

（
105
）

（
106
）

（
107
）

（
108
）

（
109
）

（
110
）

（
111
）

（
112
）

（
113
）

（
114
）

（
115
）

（
116
）

（
117
）

（
118
）

（
119
）

（
120
）

（
121
）

（阪大法学）69（1-84）　 84 〔2019. 5 〕



国際法上の自衛権と累積理論（二・完）　
O

il Platform
s: R

ejoinder, supra note 5, p. 152, para. 5.17.
O

il Platform
s, supra note 5, p. 192, para. 64.

真
山
「
前
掲
論
文
」（
注
1
）
二
六
頁
。

Green, supra 27, pp. 381-382; N
atalia O

choa-Ruiz and Esther Salam
anca-A

guado, 

“Exploring the Lim
its of Internation-

al Law
 relating to the U

se of Force,

” European Journal of Internatinal Law
, V

ol. 16, N
o. 3 (2005), p. 512; Christine Gray, 

“The Eritrea/Ethiopia Claim
s Com

m
ission O

versteps Its Boundaries: A
 Partial A

w
ard,

” European Journal of International 
Law

, V
ol. 17, N

o. 4 (2006), pp.719-720.
O

il Platform
s: R

eply, supra note 10, p. 138, para. 7.17.
U

.N
. D

oc. S/2011/57, 7 February 2011, p. 2.
Ibid.
Ibid.
U

.N
. D

oc. S/2011/59, 7 February 2011, p. 2.
Ruys, supra note 9, pp. 168-169.
O

il Platform
s: R

ejoinder, supra note 5, p. 165, para. 5.35.
N

iaz Shah, 

“Self-defence, A
nticipatory Self-D

efence and Pre-em
ption: International Law

ʼs Response to T
errorism

,

” 
Journal of Conflict and Security Law

, V
ol. 12, N

o. 1 (2007), p. 119.
Jean Com

bacau, 

“The Exception of Self-D
efence in U

.N
. Practice,

” in A
ntonio Cassese (ed.), T

he Current Legal R
egula-

tion of the U
se of Force (M

artinus N
ijhoff Publishers, 1986), p. 28.

田
中
佐
代
子
「
自
衛
権
行
使
に
お
け
る
均
衡
性
原
則
の
射
程
」『
國
家
學
會
雑
誌
』
第
一
二
三
巻
（
二
〇
一
〇
年
）
八
二
九
頁
。

Robert J. Beck and A
nthony Clark A

rend, 

“ʻDonʼt T
read on U

sʼ: International Law
 and Forcible State Responses to 

T
errorism

,

” W
isconsin International Law

 Journal, V
ol. 12, N

o. 2 (1994), p. 206.
Ibid.
F. M

ichael H
igginbotham

, 

“International Law
, the U

se of Force in Self-D
efence, and the Southern A

frican Conflict,

”

（
122
）

（
123
）

（
124
）

（
125
）

（
126
）

（
127
）

（
128
）

（
129
）

（
130
）

（
131
）

（
132
）

（
133
）

（
134
）

（
135
）

（
136
）

（
137
）

（
138
）

（阪大法学）69（1-85）　 85 〔2019. 5 〕



論　　　説
Colum

bia Journal of T
ransnational Law

, V
ol. 25, N

o. 3 (1987), p. 581; Gregory Intoccia, 

“Am
erican Bom

bing of Libya: A
n 

International Legal A
nalysis,

” Case W
estern R

eserve Journal of International Law
, V

ol. 19, N
o. 2 (1987), pp. 205-206.

O
il Platform

s: R
eply, supra note 10, p. 155, para. 7.62.

Guy B. Roberts, 

“Self-H
elp in Com

bating State-Sponsored T
errorism

: Self-D
efence and Peacetim

e Reprisal,

” Case 
W

estern R
eserve Journal of International Law

, V
ol. 19, N

o. 2 (1987), pp. 281-282.
Ibid.
Ibid.
Shah, supra note 133, p. 124.
Y

ehuda Blum
, 

“State Response to A
cts of T

errorism
,

” Germ
an Y

earbook of International Law
, V

ol. 19 (1976), p. 234.
Ibid.
W

illiam
 O

ʼBrien, 

“Reprisal, D
eterrence and Self-D

efense in Counterterror O
perations,

” Virginia Journal of Internation-
al Law

, V
ol. 30, N

o. 2 (1990), p. 472.
U

.N
. D

oc. S/PV
. 1111, 9 A

pril 1964, p. 5, para. 29.
U

.N
. D

oc. supra note 106, p. 17.
Shah, supra note 133, p. 124.
Ibid.
Ruys, supra note 9, p. 168.
U

.N
. D

oc., supra note 72, pp. 1-3.
Shah, supra note 133, p. 124.
Gazzini, supra note 39, p. 331.
Gray, supra note 16, p. 159.
T

am
s, supra note 17, pp. 388-389.

U
.N

. D
oc. supra note 57, p. 1.

（
139
）

（
140
）

（
141
）

（
142
）

（
143
）

（
144
）

（
145
）

（
146
）

（
147
）

（
148
）

（
149
）

（
150
）

（
151
）

（
152
）

（
153
）

（
154
）

（
155
）

（
156
）

（
157
）

（阪大法学）69（1-86）　 86 〔2019. 5 〕



国際法上の自衛権と累積理論（二・完）　
H

.C. D
eb., 3 A

pril 1982, V
ol. 21, Col. 637.

U
.N

. D
oc. S/15002, 26 A

pril 1982.
Etienne H

enry, 

“The Falklands/M
alvinas W

ar-1982,

” in T
om

 Ruys et al., supra note 44, p. 373.
Rosalyn H

iggins, Problem
s and Process: International Law

 and H
ow

 W
e U

se it (O
xford U

niversity Press, 1994), p. 241.
Ruys, supra note 9, p. 102.
U

.N
. D

oc. S/26003, 26 June 1993.
U

.N
. D

oc. S/PV
. 3245, 27 June 1993, pp. 4-6.

U
.N

. D
oc., supra note 163.

Rein M
üllerson, International Law

, R
ights and Politics (Routledge, 1994), p. 49; Paulina Starski, 

“The U
S A

irstrike 
A

gainst the Iraqi Intelligence H
eadquarters-1993,

” in T
om

 Ruys et al., supra note 44, p. 505.
Judith Gardam

, N
ecessity, Proportionality and the U

se of Force by States (Cam
bridge U

niversity Press, 2004), p. 150.
H

enry, supra note 160, p. 373.

浅
田
正
彦
「
国
際
法
に
お
け
る
先
制
的
自
衛
権
の
位
相
」
浅
田
正
彦
編
『
二
一
世
紀
国
際
法
の
課
題
（
安
藤
仁
介
先
生
古
稀
記
念
論
文

集
）』（
有
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
二
九
九
頁
。

Gray, supra note 16, p. 159.
Gardam

, supra note 167, pp. 149-150.

松
井
『
前
掲
書
』（
注
12
）
五
〇
頁
。

A
lan D

. Surchin, 

“Terror and the Law
: T

he U
nilateral U

se of Force and the June 1993 Bom
bing of Baghdad,

” Duke 
Journal of Com

parative and International Law
, V

ol. 5, N
o. 2 (1995), p. 488.

T
am

s, supra note 17, pp. 388-389.

筒
井
若
水
『
国
際
法
Ⅱ
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
二
年
）
一
九
三
頁
。T

erry D
. Gill, 

“The T
em

poral D
im

ension of Self-D
e-

fence: A
nticipation, Pre-em

ption, Prevention and Im
m

ediacy,

” Journal of Conflict and Security Law
, V

ol. 11, N
o. 3 (2006), p. 

368.

（
158
）

（
159
）

（
160
）

（
161
）

（
162
）

（
163
）

（
164
）

（
165
）

（
166
）

（
167
）

（
168
）

（
169
）

（
170
）

（
171
）

（
172
）

（
173
）

（
174
）

（
175
）

（阪大法学）69（1-87）　 87 〔2019. 5 〕



論　　　説
O

scar Schachter, 

“In D
efense of International Rules on the U

se of Force,

” University of Chicago Law
 R

eview
, V

ol. 53, 
N

o. 1 (1986), p. 132.
D

instein, supra note 16, p. 269.

な
お
、
本
書
の
第
五
版
に
お
い
て
は
、
古
昔
の
「
事
態
（an event

）」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
第
六
版

改
訂
時
に
同
箇
所
は
、「
武
力
攻
撃
（an arm

ed attack

）」
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
累
積
理
論
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
六
一
年
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
対
仏
自
衛
権
行
使
事
件
の
よ
う
に
、
事
態
の
累
積
期
間
が
年
単
位
の
事
例
も
あ
り
、
古
昔
と
評

価
さ
れ
な
く
も
な
い
事
態
に
対
す
る
反
撃
も
場
合
に
よ
っ
て
は
許
容
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。See Y

oram
 D

instein, W
ar A

ggression and 
Self-D

efence, 5th ed. (Cam
bridge U

niversity Press, 2011) , p. 249.
Ibid.
Saeed Bagheri, 

“Self-D
efense in K

arabakh Conflict?,

” Russian Law
 Journal, V

ol. 3, N
o. 4 (2015), pp. 154-156.

Francis A
. Boyle, 

“Military Responses to T
errorism

 Rem
arks by Francis A

. Boyle,

” Proceedings of the A
nnual M

eet-
ing (A

m
erican Society of International Law

), V
ol. 81 (1987), p. 294.

松
田
竹
男
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
自
衛
権
」『
國
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
〇
一
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
〇
頁
。

高
野
雄
一
『
国
際
法
概
論 

上
巻
』
全
訂
新
版
（
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
）
一
九
四
頁
。

D
avid K

retzm
er, 

“The Inherent Right to Self-D
efence and Proportionality in Jus A

d Bellum
,

” European Journal of In-
ternational Law

, V
ol. 24, N

o. 1 (2013), p. 262.
Ibid.
M

ichael Glennon, 

“The Fog of Law
: Self-D

efense, Inherence, and Incoherence in A
rticle 51 of the U

nited N
ations 

Charter,

” Harvard Journal of Law
 and Public Policy, V

ol. 25, N
o. 2 (2002), p. 540.

Gardam
, supra note 167, p. 150.

こ
こ
で
は
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

O
il Platform

s, supra note 5, pp. 198-199, para. 77.

高
野
『
前
掲
書
』（
注
182
）
一
九
四
頁
。

Lubell, supra note 36, p. 44.
D

instein, supra note 16, pp. 251-252.

（
176
）

（
177
）

（
178
）

（
179
）

（
180
）

（
181
）

（
182
）

（
183
）

（
184
）

（
185
）

（
186
）

（
187
）

（
188
）

（
189
）

（
190
）

（阪大法学）69（1-88）　 88 〔2019. 5 〕



国際法上の自衛権と累積理論（二・完）　
K

inga T
ibori-Szabó, A

nticipatory A
ction in Self-D

efence (T
.M

.C. A
sser Press, 2011), p. 299.

近
藤
航
「
テ
ロ
支
援
国
家
に
対
す
る
自
衛
権
行
使
の
『
規
模
と
効
果
の
要
件
』」『
横
浜
国
際
社
会
科
学
研
究
』
第
一
三
巻
五
号
（
二
〇
〇
九

年
）
六
五
頁
。

H
ofm

eister, supra note 19, p. 158.

こ
こ
でH

ofm
eister

が
挙
げ
る
安
保
理
事
会
決
議
は
、
い
ず
れ
も
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行

使
の
態
様
を
非
難
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
態
を
累
積
的
に
扱
う
こ
と
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。See U

.N
. D

oc. S/Res/490, 21 July 
1981; U

.N
. D

oc. S/Res/501, February 25 1982; U
.N

. D
oc. S/Res/509, 6 June 1982.

Bow
ett, supra note 15, p. 3; Barry Levenfeld, 

“Israelʼs Counter-Fedayeen T
actics in Lebanon: Self-D

efense and Repri-
sal U

nder M
odern International Law

,

” Colum
bia Journal of T

ransnational Law
, V

ol. 21, N
o. 1 (1982), p. 37.

O
ʼBrien, supra note 146, p. 423.

Gill, supra note 175, p. 369.
Ibid.

松
田
「
前
掲
論
文
」（
注
181
）
一
〇
─
一
一
頁
。

田
岡
『
前
掲
書
』（
注
6
）
二
一
七
頁
。

同
上
、
二
一
九
頁
。

一
九
五
八
年
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
対
仏
軍
移
動
禁
止
命
令
事
件
に
お
け
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
報
告
や
、
一
九
六
四
年
英
国
の
イ
エ
メ
ン
爆
撃
に
先
立

つ
報
告
で
も
被
害
状
況
に
つ
き
詳
細
な
時
間
の
記
述
が
あ
る
。See U

.N
. D

oc. S/4013, 29 M
ay 1958, p. 3; U

.N
. D

oc, supra note 65, p. 1.

浅
田
「
前
掲
論
文
」（
注
169
）
一
三
七
頁
。

Green, supra note 49, p. 600.

横
田
喜
三
郎
『
自
衛
権
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
一
年
）
九
七
頁
参
照
。

Georg N
olte, 

“Multipurpose Self-D
efence, Proportionality D

isoriented: A
 Response to D

avid K
retzm

er,

” European 
Journal of International Law

, V
ol. 24, N

o. 1 (2013), p. 286.

（
191
）

（
192
）

（
193
）

（
194
）

（
195
）

（
196
）

（
197
）

（
198
）

（
199
）

（
200
）

（
201
）

（
202
）

（
203
）

（
204
）

（
205
）

（阪大法学）69（1-89）　 89 〔2019. 5 〕


